
現状の水害リスク情報や取組状況の共有 
【宮川水系】 

資料３ 



（１）現状の水害リスク情報 
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過去の被害情報 

【主要災害】 

昭和５７年８月３日洪水 
勢田川浸水 

平成１６年９月２９日出水 
宮川4.9k付近 近鉄宮川橋梁 

原因 概要・被害等

明治18年7月 (1885) -
昼田村（現玉城町）の堤防が切れ8戸20棟が流出し19人の溺死者があり、田畑100余町歩が
河原となった。(出典：宮川用水史)

明治37年7月 (1904) -
暴風雨により日降水量135.7mmを記録、県下に大被害を与えた。宮川の出水量明治18年来
の高点に達した。宮川橋（伊勢市）、船木橋（大台町）、馬瀬橋（伊勢市）等の橋が流出
（出典：宮川用水史）

昭和13年8月 (1938) 低気圧
宮川下流、城田村（現伊勢市）、御薗村（現伊勢市）及び宇治山田市（現伊勢市）付近での
堤防決壊による浸水が発生。

昭和34年9月 (1959)
台風15号
（伊勢湾台風）

伊勢市で公共施設、人家の被害は激しく、被災者は9万人に達した。（出典：三重県河川国道
事務所資料）

昭和49年7月 (1974)
台風8号
（七夕豪雨）

被災家屋数14,149戸、浸水面積3,051ha

昭和57年7月 (1982) 台風１０号 被災家屋数2,527戸、浸水面積974ha

平成2年9月 (1990) 台風１９号 被災家屋数76戸、浸水面積0.5ha

平成6年9月 (1994) 台風２６号 被災家屋数99戸、浸水面積105ha

平成10年5月 (1998) 低気圧 被災家屋数22戸、浸水面積3.2ha

平成16年9月 (2004) 台風２１号 被災家屋数303戸、浸水面積174ha

平成23年9月 (2011) 台風１２号 被災家屋数196戸、浸水面積316ha

発生年月日

昭和４９年７月７日洪水 
JR伊勢市駅前 浸水 2 



昭和34年（伊勢湾台風）破堤実績 

堤防決壊 

凡 例 

× 

× 
× 

× 

※資料が古いため決壊箇所等、正確でない可能性があります 

出典：伊勢湾台風災害誌S36.6（三重県） 

※現在の管内図に大凡の位置をプロットしたもの 
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昭和49年7月（台風8号及び集中豪雨（七夕災害）） 

伊勢市駅前 

勢田川姫之橋の被災状況 

車の水没状況（伊勢市） 

凡例 
 

              勢田川浸水区域 
        
        勢田川流域界 
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過去の被害実績 

姫乃橋被災   S49 

漏水（岩出）     H16 

宮川本川 

勢田川 

大湊川 

五十鈴川 

S49 

S13 

S25 

H16 

S25 

○ 

× 

△ 橋梁被災 

漏   水 

堤防決壊 

凡 例 

× 

○ 

× 

× 

漏水（岩出）     H16 

漏水（岩出）     H16 

△ 

5※資料が古いため決壊箇所等、正確でない可能性があります 
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宮川流域の降雨の特性 

県の年降水量(mm) 

出典：三重県勢要覧(平成28年刊）三重県のあらまし 
   土地・気象より抜粋 

観測所別年平均月降水量の10ヶ年平均 

出典：三重県累年統計表「観測所別年降水量（昭和28年～）」を 
   元に三重河川国道事務所にて作成 
※対象期間は平成18年～平成27年 
※欠測・資料不足があった観測所は作成対象外とした 

(mm) 
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【宮川の治水計画の考え方】 

【堤防の整備状況と今後の主な整備内容】 

・宮川の現治水計画は、「３８１ｍｍ/１２時間」の降雨を対象として、１００年に１回程度発 
 生する洪水（岩出：７，６００ｍ３／ｓ）を安全に流下させることが目標。（河川整備基本 
 方針） 
・宮川の大臣管理区間における当面の整備目標は、概ね３０年を目途に、戦後第２位（平成１ 
 ６年９月洪水）の流量を記録した洪水と同規模の流量（岩出：７，３００ｍ３／ｓ）を安全  
 に流下させる計画。（河川整備計画） 

・ 宮川の計画降雨３８１ｍｍ/１２時間は流域平均雨量であり、雨の降り方によって洪水の発生状況
も変わってくるため、一概に総雨量だけで堤防決壊の可能性について言及は出来ない。 

※ 宮川の堤防整備率は約60％（H27.3月末現在）。今後、堤防整備の促進を図るとともに、 
  河道掘削を実施し、整備計画流量を安全に流下させる断面確保が必要。 

※ ハード・ソフトの連携、既存ストックの 有効活用等、一体的な水害等対策を推進。  

※ 平常時、出水期前・台風期・出水後に 施設点検を実施し、異常の有無を確認した後、 
  必要な対策を実施。 

河川名 計画安全度 基準地点
基本高水の
ピーク流量

（m3/s）

洪水調節施設に
よる洪水調節量

（m3/s）

河道への配分量
（m3/s）

備考

最終目標

（河川整備基本方針）
岩出 8,400 800 7,600

段階整備

（河川整備計画）
岩出 － 500 7,300

平成16年9月洪水対応

戦後第2位流量

宮川
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氾濫シミュレーション 

9 9

宮川の浸水想定区域図は概ね100年に1回程度発生する洪水により、宮川が氾濫した場合に想定される浸水の状
況を、シミュレーションにより求めたもので、三重河川国道事務所のホームページで公開中。 
（http://www.cbr.mlit.go.jp/mie/river/inundation/index_miyagawa.html） 
現在、想定し得る最大規模の降雨を前提とした洪水浸水想定区域図を作成中であり、平成28年度内公表予定。 

8
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重要水防箇所 

水防関係者が、洪水時の巡視を行う際に効率的な点検が実施できるよう、予め堤防の高さや堤防の幅、過
去の漏水等の実績などから水防上、重要な区間を定めたもの。 

重要度Ａ、Ｂの中から総合的
に判断して、水防時に重点的
に監視又は巡視すべき区間
を重点区間として設定。 
※過去の経験から注意を要
する区間を要注意箇所として
設定。 

重要水
防箇所 

重要度Ａ 
 水防上最も重要な区間 
重要度Ｂ 
 水防上重要な区間 

重要水防箇所図(工作物以外） 
重要度Ａ・重要度B 

重要水防箇所図(重点区間・要注意区間） 
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（２）現状の減災に係る取組状況等 
①情報伝達、避難計画等に関する事項 
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洪水予報（１） 

・水防法及び気象業務法に基づき国土交通省と気象庁が共同して実施。 
・洪水予報作業のうち、主として気象状況に関する部分は津地方気象台、水文状況に関する部 
 分は三重河川国道事務所が担当し、双方密接な連絡協議のうえ発表。 

◆連絡系統図 

国土交通省 
三重河川国道事務所 

調査第一課 

国土交通省 
中部地方整備局 
水災害予報ｾﾝﾀｰ 

三重県県土整備部 
施設災害対策課 

種類 情報名 発表基準

・氾濫注意水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれるとき

・氾濫注意水位以上で、かつ避難判断水位未満の状態が継続し
　ているとき

・避難判断水位に到達したが、水位の上昇が見込まれないとき

・氾濫危険水位に到達すると見込まれるとき

・避難判断水位に到達し、氾濫危険水位に到達すると見込まれ
　るとき
・避難判断水位に到達し、さらに水位の上昇が見込まれるとき

・氾濫危険情報を発表中に、氾濫危険水位を下回ったとき（避
　難判断水位を下回った場合を除く）
・避難判断水位を超える状態が継続しているとき（水位の上昇
　の可能性がなくなった場合を除く）

・氾濫危険水位に到達したとき

・氾濫危険水位を超える状態が継続しているとき

・氾濫が発生したとき

・氾濫が継続しているとき

・氾濫危険情報又は氾濫警戒情報を発表中に、避難判断水位を下
　回った場合（氾濫注意水位を下回った場合を除く）
・氾濫警戒情報発表中に、水位の上昇が見込まれなくなったとき
　（氾濫危険水位に達した場合を除く）

「洪水注意報解除」 「氾濫注意情報解除」
・氾濫危険情報、氾濫警戒情報又は氾濫注意情報を発表中に、氾
　濫注意水位を下回り、氾濫のおそれがなくなったとき

「洪水警報(発表)」
又は
「洪水警報」

「はん濫発生情報」
又は
「氾濫発生情報
（氾濫水の予報）」

　　　　注１：予報区域に複数の基準観測所がある場合（鈴鹿川、雲出川、櫛田川）は、いずれかの基準観測所で
　　　　　　　 発表基準となった場合に発表（切替を含む。）を行うこととし、最も危険度の高い基準観測所の水位を
　　　　　　　 基に、種類及び情報名を選定するものとする。

　　　　注２：堤防の損傷等により、氾濫のおそれが高まったと判断できる場合には、双方が協議した上で、この
　　　　　　　 表によらずに洪水予報を発表することができる。

「氾濫危険情報」

「氾濫警戒情報」

「氾濫注意情報」

「氾濫注意情報
(警戒情報解除）」

「洪水注意報(発表)」
又は
「洪水注意報」

「洪水注意報
（警報解除）」

◆洪水予報の種類等と発表基準 

気象庁 
津地方気象台 

(財)河川情報センター 
  名古屋センター 

三重県警察本部警備部 
警備第二課 

伊勢建設事務所 

国土交通省 
三重河川国道事務所 

宮川出張所 

陸上自衛隊 
第三十三普通科連隊 

第二科 

伊勢市、玉城町 

東日本電信電話 ㈱  
西日本電信電話 ㈱                                     

（警報のみ） 

総務省消防庁 

報道機関等 

気象庁 
名古屋地方気象台 

予報課 

日本放送協会 
津放送局 

三重県防災対策部             
  災害対策課 

共
同
発
表
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基準水位観測所と水防受け持ち区間 

岩出水位観測所 

氾濫危険水位  ：9.20ｍ 
避難判断水位  ：8.20ｍ 
氾濫注意水位  ：5.00ｍ 
水防団待機水位：4.20ｍ 

洪水予報（２） 

避難勧告の発令判断の目安となる氾濫危険情報の発表等の洪水予報を実施。 
○洪水予報等の防災情報の持つ意味や防災情報を受けた場合の対応について、予め共有しておく必要。 
○氾濫危険水位は、受け持ち区間内の危険水位において氾濫がはじまる水位を基準水位観測所の水位に換算 
し、避難に必要な時間を考慮して設定。 
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住民等への情報伝達の体制や方法（三重河川国道事務所ホームページ） 

○災害時、地域の皆様が自衛の防災 
行動をとる際などに役立つ、雨量・水
位及び河川・海岸などのライブ映像を
インターネットを通じ公開。 

ライブカメラ 

川の防災情報（河川水位） 

浸水想定区域図（氾濫の危険性） 

三重河川国道事務所 
ＨＰトップページ 

河川事業ページでは、上の浸水
想定区域図のほか、重要水防箇
所、現場（出張所）からのお知ら
せなど、河川事業に係る情報を
公開しています。 

XRAIN（レーダー雨量） 

中部地方 H28.7.9 
10:29観測 

中部地方 H28.7.9 
10:29観測 
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対象地域周辺の情
報が集約される。 

対象観測所の選
択。 

河川の水位 

住民等への情報伝達の体制や方法（「川の防災情報」のリニューアル） 

・全国の河川の水位等の情報をリアルタイムで提供する「川の防災情報」がH28.3.28にリニューアル。 
・各市町を選択することで、市町周辺の水位、雨量、レーダー雨量、河川沿いのカメラ映像、洪水浸水想定 
 区域図について簡単に確認が可能。 
・また、ＧＰＳ機能を活用し、現在位置周辺の雨や川の水位などの情報を迅速に把握できるスマートフォン 
 用のサイトが新設。 
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住民等への情報伝達の体制や方法（地上デジタルデータ放送） 

・地域住民の適切な避難行動に役立ててもらうために、雨量や川の水位などの情報を
各放送局と協力して地上デジタルテレビのデータ放送で提供。身近な情報入手ツール
として、活用促進のための広報を実施。 

①デジタルテレビリモコンの「d」ボタンを押しま
す。 

１ ２ ３ 

４ ５ ６ 

７ ８ ９ 

10 11 12 

⋀ 
 
⋁ 

＋ 
 
－ 

放送中の画面 

放送中の画面 

放送中の画面 

②テレビ画面の防災・生活情報を選択します。 

④河川の水位・雨量情報が表示されます。 

③テレビ画面の河川水位・雨量情報を選択します。 
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住民等への情報伝達の体制や方法（ハザードマップポータルサイト） 

各市町村が作成したわがまちハザードマップや、地図や空中写真に、浸水想定区域や道路情
報、危険箇所などを重ねて閲覧することができる重ねるハザードマップのポータルサイト。 

重ねるハザードマップの表示例 ※事例は洪水浸水想定区域、土砂災害危険箇所、道路冠水想定箇所、事前通行規制区間、緊急輸送道路を重ねたもの 
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住民等への情報伝達の体制や方法（住民以外の情報伝達のあり方） 

17 
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出典：平成27年伊勢市観光統計【資料編】を元に三重河川国道事務所にて作成 

伊勢市（二見町除く）宿泊者数（月別）※H18～H27の10ヶ年平均 

※平成27年から伊勢旅館組合加入施設以外の宿泊施設も含んでいる。 
 また、平成27年は前年と比較して回収率が向上している。 



（２）現状の減災に係る取組状況等 
②水防に関する事項 
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水防団との連携強化（重要水防箇所の合同巡視） 

・出水時、水防上特に注意を要する箇所（＝重要水防箇所）は河川整備状況を鑑み毎年見直しを実施。 
・沿川自治体職員、水防団、消防団員と重要水防箇所等の情報共有を図るため、合同巡視を実施し、連携強 
  化を図る。 

【 平成28年6月20日 宮川合同巡視状況】 【 平成28年6月20日 宮川合同巡視 状況】 

■平成２８年度開催状況 

日付 名称 参加者

6/20（月） 宮川合同巡視
三重県、伊勢市消防団、伊勢市、玉城町消防団
、玉城町等

19 



・水防資機材については、水防管理団体
が水防倉庫等に備蓄しているが、河川管
理者が持つ資機材も、水防計画に基づき
緊急時に提供。 
・水防団等と河川管理者が連携して的確
な水防活動を推進するため、資機材に係
る情報共有し、適切な配置の検討・対策
等を実施。 

水防資機材の整備状況 
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（２）現状の減災に係る取組状況等 
③氾濫水の排除、施設運用等に関する事項 

21 



災害対策用機械による災害支援の取組み 

中部地方整備局では、地方公共団体からの依頼に基づき、保有する災害対策用機械を
派遣するなど災害支援を実施。 

対策本部車 

衛星通信車 

排水ポンプ車 照明車 

応急組立橋 

待機支援車 

橋梁点検車 

H28.4.1時点（単位：台） 

対策
本部車

待機
支援車

排水
ポンプ車

照明車
橋梁

点検車
応急

組立橋
衛星

通信車
分解型
ﾊﾞｯｸﾎｳ

合計

8 7 36 34 3 5 6 2 101
1 2 8 8 0 1 1 0 21

三重河川国道事務所 1 0 4 3 0 0 1 0 9
三重県内

整備局

配置先
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災害対策用機械の操作訓練 

災害時に災害対応用機械を速やかに出動させ、現場で早急に応急復旧を円滑かつ確実に実施
できるよう、協定を締結している各建設業協会会員及び関係機関の職員を対象に、災害対策
用機械の操作訓練を実施。 

日 時：７月１２日（火） ９:３０～１５:３０ 
場 所：松阪市早馬瀬町 櫛田川河川敷（櫛田橋右岸上流河川敷）       
訓練対象：機械（排水ポンプ車、照明車、衛星通信車、対策本部車、Ｋｕ－ＳＡＴⅡ） 
訓練内容：排水ポンプ車（排水ポンプ設置、実排水作業、撤収）、照明車（設置展開、点灯、撤収）、 
     衛星通信車 Ku-SATⅡ（テレビ会議） 
参加機関：ＡＭ 三重県建設業協会 29名 
     ＰＭ 自治体 13名 内訳：三重県３名、津市３名、明和町１名、尾鷲市３名、紀北町１名、紀宝町２名、 
        国交省  6名 内訳：三重河川国道事務所２名、紀勢国道事務所２名、木津川上流河川事務所２名    
        国交省説明スタッフ １８名 

■H28年度開催事例 

排水ポンプ車訓練状況 

衛星通信車 照明車訓練状況 

対策本部車 排水ポンプ車訓練状況 

照明車訓練状況 
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（２）現状の減災に係る取組状況等 
④河川管理施設の整備に関する事項 

24 



堤防等河川管理施設の点検等の取組み 

・通常巡視、施設点検、出水期前の自治体職員や消防団との合同巡視、出水時巡視等を行い、早期の変状箇所、 
洪水に対してリスクの高い箇所を把握。 

【合同巡視】毎年6月まで、洪水時に特に注意すべき箇所
について、自治体職員と合同で巡視を実施。 

【堤防徒歩点検】台風期までに、堤防や護岸などの損傷箇所の
有無についての点検を実施。 

出水期前の事前対応 

【施設点検】出水期までに、堤防や護岸などの損傷箇所
の有無についての点検を実施。 

【通常巡視】平常時、定期的に河道・河川管理施設の状態把
握等を目的に河川を巡視する（河川管理者が実施）。 
 
【出水時巡視】洪水時、氾濫注意水位を超えた時点で、河川
管理施設の異常の有無や河川状況の確認をするために巡
視を実施する（河川管理者が実施） 
 
【水防活動】洪水時、出動水位を超えた時点で、堤防の状態
を確認するために巡視を行い、異常が確認された場合、土の
う積等の措置を行い、被害を未然に防止・軽減するための水
防活動を実施する。 

出水期中の対応 

H27合同巡視状況 

H27施設点検状況 H27施設点検状況 25 
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洪水を安全に流すためのハード対策 

※内、宮川は約3km 

「水防災意識社会 再構築ビジョン」における今後概ね5 年間で実施する主な河川整備（H27.12.24中部地方整備局記者発表） 

26 

※内、宮川は約1km 

※内、宮川は約1km 
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危機管理型ハード対策 

「水防災意識社会 再構築ビジョン」における今後概ね5 年間で実施する主な河川整備（H27.12.24中部地方整備局記者発表） 

※内、宮川は0.2km 

※内、宮川は0.2km 27 
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